
環境基準等 

 

 環 境 基 準 は、環 境 基 本 法 第 １６条 に基 づき「人 の健 康 を保 護 し、及 び生 活 環 境 を保 全 する上 で維
持 することが望 ましい基 準 」として定 められています。なお、ダイオキシン類 に関 してはダイオキシン類 対
策 特 別 措 置 法 により環 境 基 準 が設 定 されています。また、大 阪 府 では府 民 の健 康 を保 護 し、生 活 環
境 を保 全 するための望 ましい水 準 として環 境 保 全 目 標 を定 めています。 
 

大 気 汚 染 に係 る環 境 基 準  
大 気 の汚 染 に関 する環 境 基 準 は二 酸 化 硫 黄 ・二 酸 化 窒 素 ・光 化 学 オキシダント・浮 遊 粒 子

状 物 質 ・一 酸 化 炭 素 ・ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタンの９項 目 に
設 定 されています。 

 

   項     目         環 境 基 準 （ 目 標 値 ）                                   

 二 酸 化 窒 素                         
 １時間値の１日平均値 ０．０４ppmから０．０６ppm 
 までのゾーン内又はそれ以下であること 

 光 化 学 オ キ シ ダ ン ト                          １時間値         ０．０６ppm以下  

 浮 遊 粒 子 状 物 質                         
 １時間値の１日平均値   ０．１０㎎/㎥以下かつ  
 １時間値         ０．２０㎎/㎥以下  

 二 酸 化 硫 黄                         
 １時間値の１日平均値   ０．０４ppm以下かつ  
 １時間値         ０．１ppm以下  

 一 酸 化 炭 素                         
 １時間値の１日平均値   １０ppm以下かつ  
 １時間値の８時間平均値  ２０ppm以下 

 ベ ン ゼ ン                          １年平均値        ０．００３㎎/㎥以下  

 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン                          １年平均値        ０．２㎎/㎥以下  

 テトラクロロエチレン   １年平均値        ０．２㎎/㎥以下  

ジ ク ロ ロ メ タ ン １年平均値        ０．１５㎎/㎥以下  

 
(注)１．二酸化窒素は､１日平均値のうち低いほうから９８％に相当するもの(１日平均値の９８％値)で評価します。 

  ２．浮遊粒子状物質､二酸化硫黄､一酸化炭素は､以下の評価方法があります。 

  短期的評価･･連続または随時行った測定結果により､測定を行った日又は時間によって評価します。 

  長期的評価･･年間の１日平均値のうち高いほうから２％の範囲内にある値を除外して評価しますが､１日平均値が基準を

超える日が２日以上連続した場合はそれだけで基準適合ではなくなります。 

 

大 気 汚 染 に係 る環 境 保 全 目 標  
大 阪 府 では、大 気 環 境 保 全 のために環 境 保 全 目 標 を定 めており、環 境 基 準 の定 まっている

項 目 についてはそのまま目 標 値 としていますが、府 独 自 の項 目 として以 下 のとおり定 められてい
ます。 

 

   項     目            目 標 値                      

 非 メ タ ン 炭 化 水 素                         
 午前６時から９時までの３時間平均値が、０．２０ppmC～  
 ０．３１ ppmCの範囲内又はそれ以下 

   悪  臭                大部分の地域住民が日常生活において感知しない程度 

 

 



水 質 汚 濁 に係 る環 境 基 準  
水 質 汚 濁 については、すべての公 共 用 水 域 に共 通 の健 康 項 目 と利 水 目 的 に応 じて、いくつ

かの類 型 ごとに定 められている生 活 環 境 項 目 について、環 境 基 準 が設 定 されています。 
また、地 下 水 の水 質 汚 濁 に係 る環 境 基 準 も設 定 されています。 

 
  1 ) 人 の健 康 の保 護 に関 する項 目 （健 康 項 目 ） 
   全 ての公 共 用 水 域 が基 準 の対 象 となっています。平 成 １１年 ２月 ２２日 付 け環 境 庁 告 示 に

より、現 在 ２６項 目 について環 境 基 準 が設 定 されています。 
 
  2 ) 生 活 環 境 の保 全 に関 する項 目 （生 活 環 境 項 目 ） 
   生 活 環 境 の保 全 に関 する環 境 基 準 は、公 共 用 水 域 別 、利 用 目 的 別 に水 域 類 型 が設 け

られており、本 市 内 の河 川 については、天 野 川 が水 域 類 型 のＢ類 型 に指 定 され、環 境 基
準 値 が定 められています。 

 
  3 ) 地 下 水 質  
   地 下 水 質 に係 る環 境 基 準 （カドミウム，シアン他 24項 目 ）が定 められており、人 の健 康 の保

護 に関 する項 目 （健 康 項 目 ）と同 じ基 準 値 です。 
  

1) 人の健康の保護に係る環境基準（全公共用水域）  
 

項 目                    基 準 値                      報 告 下 限 値                      

カ ド ミ ウ ム                              0.01㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

全 シ ア ン                              検出されないこと 0.1㎎ /L 

鉛                              0.01㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

六 価 ク ロ ム                              0.05㎎ /L以下 0.02㎎ /L 

砒 素                              0.01㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

総 水 銀                              0.0005㎎ /L以下 0.0005㎎ /L 

ア ル キ ル 水 銀                              検出されないこと 0.0005㎎ /L 

Ｐ Ｃ Ｂ                              検出されないこと 0.0005㎎ /L 

ジ ク ロ ロ メ タ ン                              0.02㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

四 塩 化 炭 素                              0.002㎎ /L以下  0.001㎎ /L 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004㎎ /L以下  0.001㎎ /L 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.02㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎ /L以下 0.01㎎ /L 

1 , 1 , 1 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1㎎ /L以下  0.001㎎ /L 

1 , 1 , 2 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006㎎ /L以下  0.002㎎ /L 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.03㎎ /L以下 0.002㎎ /L 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01㎎ /L以下 0.0005㎎ /L 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002㎎ /L以下  0.001㎎ /L 

チ ウ ラ ム                              0.006㎎ /L以下  0.003㎎ /L 

シ マ ジ ン                              0.003㎎ /L以下  0.001㎎ /L 

チ オ ベ ン カ ル ブ                              0.02㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

ベ ン ゼ ン                              0.01㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

セ レ ン                              0.01㎎ /L以下 0.005㎎ /L 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎ /L以下  0.08㎎ /L 

ふ  っ  素 0.8㎎ /L以下  0.08㎎ /L 

ほ  う  素 1㎎ /L以下  0.02㎎ /L 
 
 (注 ) １．「検出されないこと」とは、定められた測定方法の定量限界を下回ることをいう。  
     （定量限界は、全シアン  0.1㎎ /L、アルキル水銀及びＰＣＢ 0.0005㎎ /L）  
 ２．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。  
  ３．「報告下限値」とは、大阪府公共用水域の水質測定計画にもとづく測定方法による。  



2) 生活環境項目に係る環境基準 
 

      基 準 値                                                 

 類  
 型  

   項  目  
 利 用  

 目 的 の  

 適 応 性  

 水 素 イ オ ン
濃   度  

 （ｐＨ）  

 生物化学的  
 酸素要求量  
 （ＢＯＤ）  

 浮遊物質量  
 （ＳＳ）  

 溶    存  
 酸 素 量             
 （ＤＯ）  

 大  腸  菌  
 群    数  

 Ａ  
 Ａ  

水道１級 
自然環境保全 
及びＡ以下の欄 
に掲げるもの 

6.5以上  
8.5以下  

1㎎ /L 
以下  

25㎎ /L 
以下  

7.5㎎ /L 
以上  

50MPN 
/100ｍｌ  

以下  

 Ａ  

水道２級 
水産１級 
水浴及びＢ以下 
の欄に掲げるもの 

6.5以上  
8.5以下  

2㎎ /L 
以下  

25㎎ /L 
以下  

7.5㎎ /L 
以上  

1,000MPN 
/100ｍｌ  

以下  

 Ｂ  

水道３級 
水産２級 
及びＣ以下の欄 
に掲げるもの 

6.5以上  
8.5以下  

3㎎ /L 
以下  

25㎎ /L 
以下  

5 ㎎ /L 
以上  

5,000MPN 
/100ｍｌ  

以下  

 Ｃ  

水産３級 
工業用水１級 
及びＤ以下の欄 
に掲げるもの 

6.5以上  
8.5以下  

5㎎ /L 
以下  

50㎎ /L 
以下  

5 ㎎ /L 
以上  

－  

Ｄ  
工業用水２級 
農業用水及びＥ 
の欄に掲げるもの 

6.0以上  
8.5以下  

8㎎ /L 
以下  

100㎎ /L 
以下  

5 ㎎ /L 
以上  

－  

Ｅ  工業用水３級 
環境保全 

6.0以上  
8.5以下  

10㎎ /L 
以下  

ごみ等の浮  
遊が認めら  
れないこと  

5 ㎎ /L 
以上  －  

 
（ 注 ） １  MPN/ 100ｍ ｌ と は 、 最 確 数 法 （ MPN法 ）  に よ り 算 定 し た 100ｍ ｌ 中 の 最 確 数 を 表 す 。  
   ２  基 準 値 は 、 日 間 平 均 値 と す る 。（ 海 域 も こ れ に 準 ず る 。）  
   ３  農 業 用 利 水 点 に つ い て は 、 水 素 イ オ ン 濃 度 ６ ． ０ 以 上 ７ ． ５ 以 下 、 溶 存 酸 素 量 ５ ㎎ ／ ｌ 以 上 と す る  
   ４  水 道 １ 級 ： ろ 過 等 に よ る 簡 易 な 浄 水 操 作 を 行 う も の  
     水 道 ２ 級 ： 沈 殿 ろ 過 等 に よ る 通 常 の 浄 水 操 作 を 行 う も の  
     水 道 ３ 級 ： 前 処 理 等 を 伴 う 高 度 の 浄 水 操 作 を 行 う も の  
   ５  水 産 １ 級 ： ヤ マ メ 、 イ ワ ナ 等 貧 腐 水 性 水 域 の 水 産 生 物 用 並 び に 水 産 ２ 級 及 び 水 産 ３ 級 の 水 産 生 物 用  
     水 産 ２ 級 ： サ ケ 科 魚 類 及 び ア ユ 等 貧 腐 水 性 水 域 の 水 産 生 物 用 及 び 水 産 ３ 級 の 水 産 生 物 用  
     水 産 ３ 級 ： コ イ 、 フ ナ 等 β － 中 腐 水 性 水 域 の 水 産 生 物 用  
   ６  工 業 用 水 １ 級 ： 沈 殿 等 に よ る 通 常 の 浄 水 操 作 を 行 う も の  
     工 業 用 水 ２ 級 ： 薬 品 注 入 等 に よ る 高 度 の 浄 水 操 作 を 行 う も の  
     工 業 用 水 ３ 級 ： 特 殊 の 浄 水 操 作 を 行 う も の  
 

水質汚濁に係る環境保全目標 
大阪府においては、府民の健康 を保護 し、生活環境を保全するための望ましい水

準として環境保全目標を設定しています。ただし、環境基準が定められている項目
については、原則として環境基準を用いています。  

 
  特殊項目 
   市内の殆どの河川は、上水道水源水域の対象となっています。ただし傍示川 (№９ )

 については、その他の水域（寝屋川水系）となっています。 

         対象水域 
  項  目  

上 水 道 水 源 水 域                      
そ の 他 の 水 域                         
（水域類型Ｃ以上の河川）  

  フ ェ ノ － ル 類                             ０．００５mg/L以下    ０．０１ mg/L以下  

  銅                             ０．０５ mg/L以下    ０．０５ mg/L以下  

  亜 鉛                             ０．１  mg/L以下    ０．１  mg/L以下  

  溶 解 性 鉄                             ０．３  mg/L以下    １．０  mg/L以下  

  溶 解 性 マ ン ガ ン                             ０．０５ mg/L以下    １．０  mg/L以下  

  全 ク ロ ム                             ０．０５ mg/L以下    １．０  mg/L以下  

  フ ッ 素                             ０．８  mg/L以下    １．５  mg/L以下  

  ア ン モ ニ ア 性 窒 素                             ０．１  mg/L以下    １．０  mg/L以下  

  陰 イ オ ン 活 性 剤                             ０．５  mg/L以下    ０．５  mg/L以下  

ノルマルヘキサン抽出物質   ０．０１ mg/L以下    ０．０１ mg/L以下  



土壌に係る環境基準 

項  目  環境上の条件  

カ ド ミ ウ ム 
検液 1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地において
は、米1kgにつき1mg未満であること。  

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。  
有 機 燐 検液中に検出されないこと。  
 鉛   検液1Lにつき0.01mg以下であること。  
六 価 ク ロ ム 検液1Lにつき0.05mg以下であること。  

砒 素 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地 (田に限
る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。  

総 水 銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。  
ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。  
Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。  

銅  
農用地 (田に限る。)において、土壌1kgにつき 125mg未満
であること。  

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。  
四 塩 化 炭 素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。  
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 検液1Lにつき0.004mg以下であること。  
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。  
シス-1,2-ジクロロエチレン  検液1Lにつき0.04mg以下であること。  
1 , 1 , 1 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン 検液1Lにつき1mg以下であること。  
1 , 1 , 2 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。  
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液1Lにつき0.03mg以下であること。  
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。  
1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。  
チ ウ ラ ム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。  
シ マ ジ ン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。  
チ オ ベ ン カ ル ブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること。  
ベ ン ゼ ン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。  
セ レ ン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。  
ふ      っ      素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 

ほ      う      素 検液1Lにつき1mg以下であること。 
備 考  

 1 検 液 と は 、 土 壌 (重 量 )の 10倍 の 水 (容 量 )で 測 定 物 質 を 溶 出 さ せ 、 ろ 過 し た も の を い う 。  

 2 カ ド ミ ウ ム 、 鉛 、 六 価 ク ロ ム 、 砒 素 、 総 水 銀 及 び セ レ ン に 係 る 環 境 上 の 条 件 の う ち 検 液 中 濃 度 に 係 る 値

に あ っ て は 、 汚 染 土 壌 が 地 下 水 面 か ら 離 れ て お り 、 か つ 、 原 状 に お い て 当 該 地 下 水 中 の こ れ ら の 物 質 の 濃

度 が そ れ ぞ れ 地 下 水 1Lに つ き 0.01m g、 0.01 mg、 0.05mg、 0.01 mg、 0.000 5mg及 び 0.01m gを 超 え て い な い 場 合

に は 、 そ れ ぞ れ 検 液 1Lに つ き 0.03 mg、 0.03 mg、 0.15 mg、 0.03 mg、 0.00 15mg及 び 0.03 mgと す る 。  

 3 「 検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 」 と は 、 測 定 方 法 の 欄 に 掲 げ る 方 法 に よ り 測 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 結

果 が 当 該 方 法 の 定 量 限 界 を 下 回 る こ と を い う 。  

 4 有 機 燐 と は 、 パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル ジ メ ト ン 及 び EPNを い う 。  
 
ダイオキシン類 に係 る環 境 基 準  

ダイオキシン類 については、ダイオキシン類 対 策 特 別 措 置 法 により、大 気 ・水 質 ・土 壌 のそれぞれ
に環 境 基 準 が定 められ、平 成 １２年 １月 １５日 から適 用 されています。 

 

媒 体  基 準  値（年平均値） 

大 気 ０．６pg-TEQ/m3以下 

水 質 １pg-TEQ/L以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/ｇ以下 

備 考  

１ ．  基 準 値 は 、 2,3 ,7 , 8－ 四 塩 化 ジ ベ ン ゾ － パ ラ ジ オ キ

シ ン の 毒 性 に 換 算 し た 値 と す る 。  
２ ．  大 気 及 び 水 質 の 基 準 は 、 年 間 平 均 値 と す る 。  

３ ． 土 壌 に あ っ て は 、 環 境 基 準 が 達 成 さ れ て い る 場 合

で あ っ て 、 土 壌 中 の ダ イ オ キ シ ン 類 の 量 が 250 p g- T
E Q / g以 上 の 場 合 に は 、 必 要 な 調 査 を 実 施 す る こ と

と す る 。  

 

 



騒 音 に係 る環 境 基 準  

騒 音 に関 しては地 域 の類 型 や時 間 帯 （昼 間 ・夜 間 ）ごとに環 境 基 準 値 が設 定 されています。
また、道 路 に面 する地 域 については、別 に基 準 値 が設 定 されています（評 価 は等 価 騒 音 レベル
です）。なお、振 動 に関 して環 境 基 準 は設 定 されていません。 

 

      

 
 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路に面する地域の基準値  

地域の区分  
昼  間  

午前６時から  

午後 10時まで  

夜  間  
午後 10時から  

翌午前６時まで  

Ａ 地 域 の う ち ２ 車 線 以
上 の 車 線 を 有 す る 道 路
に面する地域  

６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

Ｂ 地 域 の う ち２ 車 線 以上
の 車 線 を 有 する 道 路 に面
す る 地 域 及 びＣ 地 域 のう
ち 車 線 を 有 する 道 路 に面
する地域  

６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

 

幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値 

昼  間  
午前６時から  

午後 10時まで  

夜  間  
午後 10時から  

翌午前６時まで  

７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

備 考  個 別 の 住 居 等 に お い て
騒 音 の 影 響 を 受 け や す い
面 の 窓 を 主 と し て 閉 め た
生 活 が 営 ま れ て い る と 認
め ら れ る と き は 、 屋 内 へ
透 過 す る 騒 音 に 係 る 基 準
（ 昼 間 に あ っ て は ４ ５ ﾃﾞ
ｼﾍ ﾞﾙ以 下 、 夜 間 に あ っ て
は ４ ０ ﾃﾞｼﾍ ﾞﾙ以 下 ） に よ
ることができる。  

 
(1)『幹線交通を担う道路』とは次に掲げる道路をいう  
①道路法第３条に規定 する高速自動車国道、一般国道、府道及び市町村 道 (市
町村道にあっては、４車線以上の車線を有する区間に限る。 ) 

② ① に 掲 げ る道 路 を 除く ほ か 、道 路 運 送 法第 ２条 第 ９ 項 に 規定 す る 一般 自 動
車道であって都市計画法施行規則第７条第１号に掲げる自動車専用道路  

(2)『幹線交通を担う道路に近接する空間』とは、車線数により次のとおり  
①２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路   １５ｍ  
②２車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路  ２０ｍ  
 

地

域

類
型 

昼  間  
午前６時から  

午後 10時まで  

夜  間  
午後 10時から  

翌午前６時まで  

該 当 地  域  

AA ５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ４０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

療 養 施 設 、 社 会 福 祉 施 設 な
ど が 集 合 し て 設 置 さ れ る 地
域 な ど 特 に 静 穏 を 要 す る 地
域（交野市内にはなし）  

Ａ  ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

第一種低層住居専用地域  
第二種低層住居専用地域  
第一種中高層住居専用地域  
第二種中高層住居専用地域  

Ｂ  ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

第一種住居地域  
第二種住居地域  
準住居地域  
用途地域の指定のない地域  

Ｃ  ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  ５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

近隣商業地域  
商業地域  
準工業地域  
工業地域  



自 動 車 騒 音 ・振 動 の要 請 限 度  
その数 値 を超 え道 路 周 辺 の生 活 環 境 を著 しく損 なっている場 合 に、市 町 村 長 が公 安 委

員 会 に対 し信 号 機 や道 路 標 識 の設 置 或 いは交 通 規 制 措 置 の要 請 を行 ったり、道 路 管 理
者 に道 路 の構 造 改 善 や振 動 の場 合 は舗 装 の修 繕 などの意 見 を述 べることのできる数 値 とし
て自 動 車 騒 音 、振 動 の限 度 が設 定 されています。 

   

区域区分  
昼  間  

午前６時から  

午後 10時まで  

夜  間  
午後 10時から  

翌午前６時まで  

ａ区域及 びｂ区域 の
うち １車線を有する
道路に面する区域 

６５ ﾃｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

ａ区域のうち ２車線
以上 の車線を有する
道路に面する区域 

７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

ｂ区域のうち ２車線
以上 の車線を有する
区域及 びｃ区域 のう
ち車線を有する 道路
に面する区域 

７５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

ａ区域：第一種 低層住居専 用地域・第 二種低層住居 専用地域・ 第一種 中

高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域  
ｂ区域：第一種 住居地域・ 第二種住居 地域・準住居 地域・用途 地域の 指

定のない地域  
ｃ区域：近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域  

 

幹線交通を担う道路に近接する空間の要請限度値 
 

昼  間  
午前６時から  

午後 10時まで  

夜  間  
午後 10時から  

翌午前６時まで  

７５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

 幹線交通を担う道路 :道路法第三条に規定する高速道路、一般国道、都道府県道

及び市町村道(４車線以上の車線を有する) 

 

道路交通振動の限度（要請限度） 

                                  ※８０％レンジの上端値 
 

区域の区分  用     途     地     域  
昼   間  

午前６時から  

午後９時まで  

夜   間  
午後９時から  

翌午前６時ま

第一種区域  

第一・二種低層住居専用地域、第一・二  

種中高層住居専用地域、第一・二種住居  

地域、準住居地域、用途指定のない地域  
６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ  ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ  

第二種区域  
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、  

工業地域  
７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ  ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ  

 

 

 



騒 音 に係 る規 制 基 準  

時間の区分 

地域の区分 

朝(午前６時～午前８時) 

夕(午後６時～午後９時) 

昼   間 

(午前８時～午後６時) 

夜   間 

(午後９時～翌日午前６時) 

第１・２種低層住居専用地域 ４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ４０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第１・２種中高層住居専用地域 

第１・２種住居地域、準住居地域 

市街化調整区域など 
５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

近隣商業地域、商業地域 

準工業地域など ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

工業地域、工業専用地域など ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

工業地域、工業専用地域などで学

校・病院等の周辺など ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

 

振 動 に係 る規 制 基 準 (単 位 ：デシベル) 

時間の区分 

地域の区分 

昼   間 

(午前６時～午後９時) 

夜   間 

(午後９時～翌日午前６時) 

第１・２種低層住居専用地域 

第１・２種中高層住居専用地域 

第１・２種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など 
６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

近隣商業地域、商業地域、準工業地域など ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

既設の学校、保育所等の敷地の周囲50

メートルの区域及び上記アの区域の境

界線から15メートル以内の区域 
６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

工業地域及び工業専

用地域など 

その他の区域 ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

 

特 定 建 設 作 業 を施 工 する場 合 の規 制  

 騒   音  振   動  

基 準 値 ８５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

作 業 可 能 時 刻 午前７時から午後７時 

最 大 作 業 時 間 １０時間／日 

最 大 作 業 期 間 連続６日間  

作 業 日 日曜その他の休日を除く日 

上 記 の 規 制 は 、 工 業 地 域 等 一 部 の 地 域 を 除 く 地 域 に お け る

基準です。  

  


